
綾瀬市援農ボランティア事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、農繁期に農家の農作業を手助けする援農ボランティアの派遣に関

して、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 援農ボランティア 市が実施する３年間の援農ボランティア養成講座を修了し、

社会貢献活動として本市農業を支援する者をいう。 

(2) 受入農家 市内で農業を営んでいる者をいう。 

（登録） 

第３条 援農ボランティアになろうとする者は、市長の登録を受けなければならない。 

２ 援農ボランティアの登録を受けようとする者は、綾瀬市援農ボランティア登録申込

書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による提出があったときは、援農ボランティアとして登録する

ものとする。 

 （登録の変更） 

第４条 前項の登録を受けた者は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに市長に報

告するものとする。 

 （派遣内容） 

第５条 援農ボランティアの派遣内容は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1) 派遣人数は、市及び受入農家との相談による。 

(2) 派遣日は、原則として毎月第１・第３水曜日とする。ただし、援農ボランティ

ア及び受入農家の日程が合わないときは、曜日を変更することができる。 

 （派遣申込） 

第６条 受入農家は、援農ボランティアの派遣を希望する場合は、派遣希望日の１週間

前までに、綾瀬市援農ボランティア派遣申込書（第２号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による派遣申込みがあった場合は、援農ボランティアと調整後、

派遣するものとする。 



３ 援農ボランティアの派遣を受けた受入農家は、必要に応じ、援農ボランティアと連

絡を取り、ボランティア活動が円滑に行われるよう努めるものとする。 

 （ボランティア活動保険の加入） 

第７条 援農ボランティアにかかる保険は、市で加入する。 

 （登録の取消し） 

第８条 市長は、第３条第２項の規定により援農ボランティアとして登録をした者が次

の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。 

(1) 登録の取消しの申出があったとき。 

(2) 死亡したとき。 

(3) その他市長が必要と認めたとき。 

 （派遣料） 

第９条 この事業にかかる派遣料は、無料とする。 

 （庶務） 

第１０条 援農ボランティア事業に関する庶務は、農業振興担当課において処理する。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、援農ボランティアの派遣に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第３条関係） 

綾瀬市援農ボランティア登録申込書 

 

年  月  日 

 

（宛先）綾瀬市長 

                  住  所 

              申込者 氏  名 

                  電話番号 

 

 援農ボランティアとして登録を受けたいので、次のとおり申し込みます。 

性        別 □男  □女 

生 年 月 日 年   月   日 

作業可能日数 月に     日 

作業可能曜日 □日曜日 □月曜日 □火曜日 □水曜日 □木曜日 □金曜日 □土曜日 

作業可能時間 
□午前 （□１時間 □２時間 □３時間 □４時間） 

□午後 （□１時間 □２時間 □３時間 □４時間） 

特 記 事 項 

 

備考 １ 「性別」、「作業可能曜日」及び「作業可能時間」の欄は、該当する□にレ

印を記入してください。 

   ２ 「特記事項」の欄は、その他希望する事項等を記入してください。 

   ３ 上記記載の個人情報は、「綾瀬市援農ボランティア事業」の目的以外には使

用いたしません。 



第２号様式（第６条関係） 

綾瀬市援農ボランティア派遣申込書 

 

年  月  日 

 

（宛先）綾瀬市長 

                  住  所 

              申込者 氏  名 

                  電話番号 

 

 援農ボランティアの派遣を受けたいので、次のとおり申し込みます。 

派遣希望日 年   月   日（    曜日） 

受入希望人数 人 

希 望 時 間 時   分 ～    時   分まで 

正味作業時間 
□午前 （□１時間 □２時間 □３時間 □４時間） 

□午後 （□１時間 □２時間 □３時間 □４時間） 

作 業 内 容 
□土づくり  □種まき   □播種  □施肥   □草取り 

□収穫    □出荷準備  □清掃  □その他 

特 記 事 項  

備考 １ 「正味作業時間」及び「作業内容」の欄は、該当する□にレ印を記入してく

ださい。 

   ２ 「特記事項」の欄は、その他希望する事項等を記入してください。 

   ３ 上記記載の個人情報は、「綾瀬市援農ボランティア事業」の目的以外には使

用いたしません。 


